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造成工事が完了した富士大淵工業団地

　　　　　　　　　　　　　＝５月、富士市大淵（富士市提供）
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取引（賃貸）紛争の事例と解決　　　　　　　　（東京地判：Ｒ03.10.08）

保証金の返還債務は賃貸物件の売買当事者間で引き継がれた
金額にかかわらず新賃貸人に承継されるとした事例

　平成26年 9月 10日、借主Ｘ（原告・法人）は、当時の貸
主Ａ（訴外）との間で事業用賃貸借契約を締結し、本件事務
所ビルを月額賃料50万円で 3年間借り受けた。
　本件賃貸借契約では、Ｘが差し入れる保証金を家賃6か
月分相当額の 300万円とし、本件保証金については、解約
時に解約時賃料の2か月分を償却すると約定された。
　平成27年 3月 2日、貸主Ａは、本件建物をＢ（訴外）に売
却し、Ｂが賃貸人の地位を承継した。
　平成29年8月31日、本件賃貸借契約の期限到来に伴い、
ＸとＢは、新たに賃貸借期間を同年9月10日から3年間と
する事業用賃貸借更新契約を締結した。
　本件更新契約においては、本件保証金について、次の旨
が定められており、同旨の定めが賃貸開始当初からの本件
賃貸借契約においても規定されていた。
第 6 条（保証金）
1 乙は、本契約から生じる債務の担保として、保証金 300
万円を甲に預け入れるものとする。
2 乙は、本物件を明け渡すまでの間、保証金をもって賃料、
共益費その他の債務と相殺をすることができない。
3 甲はこの契約の解除または終了により、乙が当該賃貸借
物件についてこの契約に定める明渡しその他の義務を完全
に履行したことを甲が認めた場合には、遅滞なく第1項の
保証金より償却費として解約時賃料の2か月分相当額を差
し引き、返還するものとする。
4 （以下、省略）
　平成 31年 2月 18日、Ｂは、本件建物をＹ（被告・法人）
に売却し、Ｙが賃貸人の地位を承継した。
　同年12月 8日、Ｘは本件賃貸借契約を解約し、Ｙに対し、
預託した保証金300万円から約定の償却費100万円（解約時
賃料2か月分）、未精算日割賃料13万円余及び原状回復費
用20万円を控除した166万円余を返還するよう請求した。
　これに対し、Ｙは、前々所有者Ａ及び前所有者Ｂから保
証金として200万円が引き継がれてきた事実から、預かっ
ている保証金は200万円（注記：更にそこから100万円を償
却できるとの趣旨）であると主張した。
　Ｘは、Ｙが前所有者から幾ら保証金を引き継いだかとい
うことはＸの保証金返還請求権には関係がなく、二重の償
却を認めた事実もないとして本件訴訟を提起した。

　裁判所は、借主Ｘの請求を全額認容した。
　本件賃貸借契約書、諸費用の精算書、預かり証並びに本
件更新契約書には、いずれも本件建物の保証金として「300
万円 6か月分（償却 2か月）」の旨が記載されている。
　上記認定事実によれば、Ｘは、本件賃貸借契約締結時に
おいて、当時の本件建物所有者であるＡに対し、本件保証
金として300万円を預け入れ、本件更新契約においても同
額が引き継がれたことが認められる。
　また、本件賃貸借契約及び本件更新契約に係る各契約書
における保証金の定め方からすれば、本件保証金は、賃借
人の賃貸借契約上の債務を担保する敷金としての性質を有 
すると解されることから、旧賃貸人であるＡに預け入れら
れた本件保証金は、本件建物の所有権移転及び賃貸人たる
地位の移転に伴い、Ｂ及びＹに承継されるものと解するの
が相当である（最高裁第一小法廷昭和44年 7月 17日判決・
民集 23巻 8号 1610頁参照）。
　したがって、Ｙは、Ｘに対し、本件保証金 300万円から
償却費100万円、令和2年 12月分の日割賃料13万円余及
び原状回復費用を控除した額を返還する義務を負う。
　Ｙは、Ｙの前所有者であるＢから引き継いだ保証金が
200万円であることから、Ｘが預託した本件保証金も 200
万円である旨主張するが、ＹがＢから引き継いだ保証金が
200万円であったとしても、Ａに預託した本件保証金の額
が 200万円であるとの結論が導かれるものではない。

　不動産賃貸借契約において、保証金（敷金）とは、賃借人
が賃貸借契約上生じる債務を担保するための金銭であり、
賃貸人の地位に承継があった場合は、その権利義務関係が
新賃貸人承継されることは前記の最高裁判例以降確立して
いるものである。
　本事例は、賃貸物件の保証金返還債務は、売買当事者間
で引き継がれた保証金の金額にかかわらず、当初差し入れ
られた金額で新賃貸人に承継されるとしたものであり、実
務上留意すべき点として参考になる。
　償却金の取り扱いは、売買当事者間において、保証金の
引継ぎや売買価格の設定で調整すべき問題であり、売買当
事者の認識に齟齬が生じないよう、媒介業者は丁寧に説明
しておく必要がある。

� （一財）不動産適正取引推進機構発行『RETIO』より抜粋

事 案 の 概 要 判 決 の 要 旨

ま 　 と 　 め
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業務委託契約は成立していないとして、業務委託報酬として
支払った金員の返還請求が認められた事例

　売主Ｘは、損害保険代理業等を目的とする株式会社であ
り、宅地建物取引業者の免許を取得している。
　Ｙは、不動産の売買、賃貸、仲介、斡旋及び管理等を目
的とする宅地建物取引業を営む法人である。
　平成 29年 10月 31日、Ｘ（原告）は、Ａ（訴外）との間で、
土地建物（本件不動産）を代金 2780万円（税込み）で売却す
る旨の売買契約を締結した。同日、Ｘ名義の預金口座から
Ｙ（被告）名義の預金口座に、約472万円が振り込まれた。
　ＸとＹとの間には、ＸがＹに対して本件不動産の売却に
関する業務を委託する旨記載された平成29年9月1日付の
業務委託契約書が存在する。
　その記載内容要旨は、以下のとおりであり、その末尾に
は、Ｘ及びＹの会社名及び代表者名の記名押印（ただし、Ｘ
についてはＸの不動産事業部の印）がされている。
　①：Ｘは、Ｙに対し、本件不動産の売却に関する業務を委�
　　託し、被告はこれを受託した。なお、本件不動産の販�
　　売価格は 2780万円とする。
　②：業務委託手数料は580万円とする。
　その後、Ｘは、本件業務委託契約書は元従業員Ｂが無権
限且つＸ代表者に無断で作成したものであり、業務委託契
約は成立していないとして、本件振込金の返還等を求めて
本訴を提起した。
　これに対し、Ｙは、Ｙの尽力により本件不動産の売却が
実現したものであると主張。

　裁判所は、売主Ｘによる本件振込金の返還請求を認めた。
　ＸとＹとの間には、Ｘ及びＹの押印がされた本件業務委
託契約書が存在するが、Ｘの不動産事業部の業務は主とし
てＸの元従業員Ｂが担当しており、Ｂに契約締結等の権限
は与えられていなかったこと、Ｘの不動産事業部の印鑑は、�
Ｘの総務担当者により管理されていたが、押印簿に必要事
項を記載するなどして総務担当者の確認を得れば持ち出す
ことが可能であり、Ｂがこれを持ち出すことも頻繁にあっ
たこと、Ｂは、平成29年 9月 8日、本件売買契約の契約書
に同月 10日に押印することを理由として上記印鑑を持ち
出していることが認められる。これらの事実からすると、
Ｂが上記印鑑を冒用（当事者の知らないうちに不正に使用）
して本件業務委託契約書に押印することは可能であったと
いえる。
　そして、本件不動産の売却に関し、Ｂが原告代表者に対

して具体的な報告等を行っていたことを裏付ける証拠は見
当たらない。
　また、本件業務委託契約書に定められた報酬の額は、本
件不動産の売却価格に比して相当に高額である。この点に
関し、Ｙは、ＸとＹとの間において、Ｘの利益は250万円、
Ｙの利益は580万円とする利益分配が決められ、これに沿
って本件業務委託契約書が作成された旨主張するが、Ｘが、
本件不動産の売却によりＹが得る利益につき、自らの2倍
以上とする事を許容せざるを得ない状況にあった事を裏付
ける証拠はなく、本件業務委託契約書は、Ｙに対して高額
の報酬を定める点においても、不自然・不合理である。
　さらに、Ｘが本件不動産の売却に関し、不動産情報交換
のためレインズに本件不動産の情報を登録し、購入希望者
からの問合せへの対応等を行っていたことが認められる。
他方、Ｙが本件不動産の売却に関する業務を行ったことを
認めるに足りる証拠はない。また、本件売買契約の契約書
にも、媒介者としてＹが記載されていない。
　以上から、本件業務委託契約書はＸの不動産事業部の印
鑑を冒用して作成された可能性があり、ＸとＹとの間にお
いて、本件業務委託契約が成立したとは認められない。
　よって、本件振込みは、ＸとＹとの間の本件業務委託契
約に基づく報酬の支払としてされたものとはいえず、他に
何らかの法律上の原因に基づいて本件振込みがされたこと
をうかがわせる証拠も見当たらない。よって、本件振込み
によるＹの利得には、法律上の原因はないと認められる。
　以上の通り、Ｙは、本件振込金を利得しているが、この利
得に法律上の原因はないと認められるため、ＸのＹに対す
る振込金返還請求には理由があるから、これを認容する。

　不動産取引において、媒介業務以外の関連業務を行う事
も、「宅建業法の解釈・運用の考え方」でも、期待されて�
いるとあるが、業務委託は、媒介行為以外の業務を取引当
事者が宅建業者に委託し、その成果が確認できる事、あら
かじめ業務内容に応じた料金設定とするなど報酬の明確化
をはかる事等が必要であり、業務委託の内容が実質媒介業
務である場合は、媒介報酬規程の脱法行為とみなされる。
　本件の場合、媒介行為を行ったとみなされれば、報酬上
限を大幅に超過していること、37条書面を交付していない
（契約書にＹの押印は無い）事等から宅建業法違反として重
い罰則を受ける可能性が高い案件であり、注意されたい。

� （一財）不動産適正取引推進機構発行『RETIO』より抜粋

事 案 の 概 要

判 決 の 要 旨

取引（その他）紛争の事例と解決　　　　　　　（東京地判：Ｒ03.08.26）

ま 　 と 　 め
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サ高住では介護を受けながら暮ら

す高齢者が多い（名古屋市で）
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伊豆シャボテン動物公園は近年、全国４つの動

物園と組んだ長風呂対決などのイベントにも力

を入れる
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お 知 ら せ

2022年11月　本部活動概要

月　日 場　所 会　　議・事 業 等 内　容　等
11月２日 静　岡 取引士法定講習 （受講者67名）

４日 島　田 豊かな暮らし空間創生推進協議会 見学会 （しまだみそらガーデンプレイス）
５日 沼　津 県薬物乱用防止県民大会
７日 本部他 統一研修会（Web）
８日 本　部 月例法律相談 （来館相談５件）
〃　 〃 帳票検査 （法人、人材・情報）
９日 本　部 帳票検査 （政連・保証、地域・共益）
10日 名古屋 中部圏流通機構 総務財政委員会
11日 本　部 長野県宅建協会Web会議への参加 （レディス部会の件）
〃　 〃 広島宅建㈱ 来館 （スマイミーの件）
12日 富士宮･焼津 空き家ワンストップ相談会
13日 本　部 不動産コンサルティング技能試験 （受験者数21名）
14日 本　部 正副会長・委員長 合同会議 （次年度事業計画案に係る諮問）
15日 本　部 第４回 県指定講習会 （受講者44名）
18日 本　部 第２回 支部機能移転検討特別委員会
19日 伊豆の国 空き家ワンストップ相談会
〃　 本　部 空き家ワンストップ相談会（オンライン相談） （相談５件）
22日 浜　松 取引士法定講習 （受講者64名）
24日 本　部 月例法律相談 （来館相談６件）
28日 本　部 東海不動産公取協 静岡地区調査指導委員会
29日 沼　津 取引士法定講習 （受講者54名）
30日 本　部 サポートセンター 取締役会
〃　 〃 ポータルサイト広告適正化部会との意見交換会（Web会議）（東海不動産公取協 主催）

平日毎日 本　部 定例相談（受付総数） （来館相談14件、電話相談262件）
Webシステムによる取引士法定講習（11月分） （受講者34名）

2022年10月　宅建ローン等の実績　（10/1〜10/31）
提携金融機関 項目＼取扱支部等 東部支部 中部支部 西部支部 サポートセンター 計

県 労 働 金 庫 融資実行 件数 36 30 60 ― 126件
金額 38億4,281万円（新築戸建100、中古戸建20、新築マンション₁、中古マンション₅）

しずおか焼津 
信 用 金 庫 融資実行 件数 0 4 0 ― 4件

金額 8,440万円（土地₁、新築戸建₁、中古戸建₂）

全宅住宅ローン 融資実行 件数 0 2 1 0 3件
金額 6,670万円（新築戸建₂、中古戸建₁）
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